
宇部市公共下水道芝中ポンプ場再構築事業 実施方針（素案）➡実施方針（案）修正事項 
 

該当頁 修正後  実施方針（案） 修正前 実施方針（素案） 備考 

P1 第１ 特定事業の選定に関する事項 
1 特定事業の事業内容に関する事項 
（2）事業の対象施設 
 ア 東部浄化センター  

④ 汚泥ポンプ室（工作室を除く）、塩素混和池、処理水再利用施設（撤去工事の対象） 
 イ 芝中ポンプ場 

② 電気棟（受変電設備、自家発電設備、負荷設備、監視制御設備等を含む） 

第１ 特定事業の選定に関する事項 
1 特定事業の事業内容に関する事項 
（2）事業の対象施設 
 ア 東部浄化センター  

⑤ 汚泥ポンプ室、塩素混和池、処理水再利用施設（撤去工事の対象） 
 イ 芝中ポンプ場 

② 電気棟（受変電設備、負荷設備、監視制御設備等を含む） 

 

P2 

 

第１ 特定事業の選定に関する事項 
1 特定事業の事業内容に関する事項 
（5）事業概要 
オ 東部浄化センター汚泥ポンプ室（工作室を除く）、塩素混和池、処理水再利用施設の

撤去業務（設計含む） 

第１ 特定事業の選定に関する事項 
1 特定事業の事業内容に関する事項 
（5）事業概要 
オ 東部浄化センター汚泥ポンプ室、塩素混和池、処理水再利用施設の撤去業務（設計含

む） 

 

P3 

 

第１ 特定事業の選定に関する事項 
1 特定事業の事業内容に関する事項 
（7）事業期間 

本事業期間は、事業契約が締結された後、本事業が開始された日（以下、「本事業開始

日」という。）から令和 14 年 3 月 19 日までとする。 
時期・期間 内容 

令和 7 年 4 月（予定） 
本事業開始日から令和 4 年 3 月 19 日ま

で 

事業契約の締結 
設計・建設期間（既設撤去を含む） 

 

第１ 特定事業の選定に関する事項 
1 特定事業の事業内容に関する事項 
（7）事業期間 

本事業期間は、事業契約が締結された後、本事業が開始された日（以下、「本事業開始

日」という。）から令和 14 年 3 月 31 日までとする。 
時期・期間 内容 

令和 7 年 4 月（予定） 
本事業開始日から令和 4 年 3 月 31 日ま

で 

事業契約の締結 
設計・建設期間（既設撤去を含む） 

 

 

P4 

 

第２ 民間事業者の募集及び選定に関する事項 
2 募集及び選定スケジュール（予定） 

表 1 事業者の募集・選定スケジュール（予定） 
時期 内容 

令和 6 年 2 月中旬 
 

要求水準書（案）の公表 

 

第２ 民間事業者の募集及び選定に関する事項 
2 募集及び選定スケジュール（予定） 

表 1 事業者の募集・選定スケジュール（予定） 
時期 内容 

令和 6 年 1 月中旬 
 

要求水準書（案）の公表 

 

 

P12 

 

第４ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 
2 施設構成等の概要 
（2）施設の能力 

表 5 施設能力 
施設 名称 水量 

電気棟（新設） 芝中ポンプ場 電気棟 
（合流・分流雨水ポンプ棟に

対する受変電設備、自家発電

設備、負荷設備、監視制御設備

等） 

対象設備の合計排水能力 
1,135m3/分 

（合流雨水 765m3/分） 
（分流雨水 370m3/分） 

 

第４ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 
2 施設構成等の概要 
（2）施設の能力 

表 5 施設能力 
施設 名称 水量 

電気棟（新設） 芝中ポンプ場 電気棟 
（合流・分流雨水ポンプ棟に

対する受変電設備、負荷設備、

監視制御設備等） 
 

対象設備の合計排水能力 
1,320m3/分 

（合流雨水 765m3/分） 
（分流雨水 555m3/分） 

 

 



2 

 
 
 
 
 
 

P13 

 

第４ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 
2 施設構成等の概要 
（3）施設概要 

表 6 業務概要 
施設 主要な施設 設計・建設 

業務 
撤去業務 

東部浄化センター 汚泥ポンプ室（工作室を除

く）、塩素混和池、処理水再利

用施設 

－ ○ 

芝中ポンプ場 電気棟（受変電設備、自家発電

設備、負荷設備、監視制御設備

等を含む） 

○ － 

 

第４ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 
2 施設構成等の概要 
（3）施設概要 

表 6 業務概要 
施設 主要な施設 設計・建設 

業務 
撤去業務 

東部浄化センター 汚泥ポンプ室、塩素混和池、処

理水再利用施設 
 

－ ○ 

芝中ポンプ場 電気棟（受変電、負荷、監視制

御設備等を含む） 
 

○ － 

 

 

P16 第７ その他特定事業の実施に関し必要な事項 

5 実施方針素案に関する質問等の受付 5 を削除 

 

第７ その他特定事業の実施に関し必要な事項 

5 実施方針素案に関する質問等の受付 

 

 

P20 別紙２ 全体平面図 

図を修正（合流・分流汚水ポンプ棟、導水管、電気棟） 

 

別紙２ 全体平面図  


